
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童又は生徒の保護者 

地域住民 

校長、教職員 

対象学校の運営に資する活動

を行う者 

＝地域学校協働活動推進員 

その他 

地域住民、保護者 

子ども、教員 

目標・ビジョンを共有した「協働」活動 

目指すべき教育 育てたい子ども像 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置した学校） 

学校運営への必要な支援に関する協議をする場 

＝学校運営協議会 

学校運営の基本方針 

学校運営・教育活動 

共通理解を通して、学校と目標を 

一つにし、学校運営の最終責任者 

である校長を支え、学校を応援す 

る役割を担います。 

合議制 

＜主な役割＞ 

役割① (規則第３条) 
学校運営に関する基本方針の承認 
役割② (規則第４条) 

学校運営等に関する意見の申出 

規則とは「加東市立学校における学校運営協議会 

の設置等に関する規則」を指します。 
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